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野　呂　　　圭仙台市民オンブズマンタイアップグループ
弁　護　士

　仙台市民オンブズマンのメンバーが原告と
なって被告仙台市長に対して求めていた東北
文化学園大学補助金違法支出住民訴訟は、訴
訟外において20��（平成23）年�0月3�日に監
査法人側との間で、監査法人側が仙台市に対
して解決金４億円を支払うという合意（和解）
が成立し、訴訟は終了しました。
　本住民訴訟は、学校法人東北文化学園が大
学設置認可申請をした際に、虚偽の財産目録
を作成して違法に大学設置認可を取得した上
で、仙台市から８億�000万円の補助金交付を
受けたところ、このような違法な補助金支出
は東北文化学園大学の財産目録を監査した公
認会計士の任務懈怠にも原因があるとして、
公認会計士及び同会計士が所属していた監査
法人に対して同額の賠償を求めるよう請求し
た訴訟です。
　本住民訴訟は、2005（平成�7）年４月８日
に提訴し、2009（平成2�）年４月�3日に仙台
地裁第２民事部（畑一郎裁判長裁判官、廣瀬
孝裁判官、遠藤啓佑裁判官）が原告の請求を
全面的に認容する判決を下しました。これに
対し、監査法人側が控訴しましたが、仙台高
裁第１民事部（小野貞夫裁判長裁判官、綱島
公彦裁判官、髙橋彩裁判官）も20�0（平成
22）年３月�2日、一審判決を維持して控訴を
棄却しました。監査法人側はこの高裁判決に
対して上告をし、最高裁第一小法廷に係属し
ました。
　その後、監査法人側との協議を経て、今般、

監査法人側が仙台市に対して解決金４億円を
支払うことの提案を受け、本住民訴訟を取り
下げることとしました。
　４億円は高裁判決の認容額（７億6907万
4390円）の５割強でありますが、本件各関係
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者の責任割合を勘案し、許容できる範囲と判
断して上記内容で応じることとしました。
　本住民訴訟を通じて、公認会計士・監査法
人の大学設置認可申請における財産目録監査
の重要性が確認された意義は大きいと言えま
す。すなわち、大学設置は国や自治体からの
補助金受給のほか、学生、職員等の大多数の
利害関係人に影響を及ぼすものであり、それ
故に学校法人の監査にあたっては高度の専門
性を有する公認会計士を信頼して行われてい

ます。本住民訴訟における地裁・高裁判決及
び本合意は、この点を確認するものと評価で
きます。
　仙台市に支払われる４億円は非常に貴重な
ものです。
　仙台市民オンブズマンは、この４億円が東
日本大震災の被災者に対する具体的な支援に
充てられることを希望します。くれぐれも無
駄な公共事業に充てられることのないよう仙
台市に対して強く要望いたします。

甫　守　一　樹仙台市民オンブズマンタイアップグルーブ
弁　護　士

　去る平成24年４月�3日、仙台高等裁判所に
おいて、仙台市行政委員報酬支払差止請求控
訴事件の判決がありました。
　結果は、残念ながら逆転で全面敗訴となっ
てしまいました。
　一審（仙台地裁平成23年９月�5日）では、
証拠の評価、論理構成とも非常に優れた判決
で仙台市民オンブズマンの請求をほぼ全面的
に認めてくれたのですが、この一審判決を守
りきれませんでした。
　やはり何と言っても、昨年末に出た最高裁

判決（最判平成23年�2月�5日）で、滋賀県の
選挙管理委員会の委員についての月額報酬制
を適法と認められた影響が大きい。今回の仙
台高裁判決は、最高裁判決とほぼ同じ論理で
した。
　証人尋問という手法を採ったのは全国的に
この事件だけだと思いますが、この手法の有効
性を世に知らしめることも出来ず、残念です。
　それにしても、仙台高裁の裁判官はきちんと
自分の頭で考えて判決を出したのでしょうか。
朝から晩まで大変な重責を担って議論をして
いる裁判員の日当が１万円以下なのに、なぜ
半日以下の時間の形式的な会議に出席するの
が主な仕事になっている行政委員の報酬が、
日額換算で�0万円前後でも適法と言えるので
しょうか。
　現在の月額報酬制が妥当でないのは、最高
裁判決の補足意見でも認められていますし、
この事件を担当したどの裁判官も分かってい
るはずです。
　裁判所は議会の裁量といいますが、仙台市議
会が複雑・高度な裁量判断を行っていないこと
は立証されたはずです。現在の議会に広範な裁
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量を認める理由などないはずなのですが。
　裁判所は原告を負けさせるなら、多くの市
民が納得できるような説明を行う義務がある
と思います。今回の判決に、その義務を果た
そうとする真摯さが欠けていることは否定で
きません。
　でも、弁護団はまだまだあきらめません。
現在最高裁に上告受理申立中です。最高裁に
は真摯に事件に向き合ってもらって、将来世
代のためになる判決を出して欲しいですね。
　なお宮城県を被告とするこの事件では、平
成24年３月27日午後１時20分より、口頭弁論
期日が開かれました。
　こちらは最終準備書面（表を含めると�00
頁！）を陳述し、宮城県の財政状況を示す証

拠などを提出しました。被告宮城県からも書
面尋問の内容を踏まえた準備書面が陳述され
ました。
　昨年末の最高裁判決は、この宮城県の事件
でもこちらに不利な影響が及び得るところで
す。しかし書面による尋問（訴訟上のアン
ケートのようなもの）で40人もの委員から勤
務時間外の負担等について回答を得ていると
いうのは、この宮城県の事件だけの強みです
から、最高裁の基準によっても勝算ありと信
じて戦っています。
　判決は６月26日午前�0時からの予定です。
とっても敗色濃厚なのですが、奇跡が起きる
ように、あとは神頼みです。

坂　野　智　憲仙台市民オンブズマン
弁　護　士

　仙台空港鉄道株式会社（以下会社という）
の資金ショートは時間の問題でした。そこで
宮城県は会社の再建策として、「上下分離」
方式の導入を決定しました。「上下分離方式
は、県が駅舎などの『下』部分を保有して維
持補修にあたることで、同社の経営を圧迫す
る減価償却費や固定資産税の圧縮を図るもの
です。取得費は85億�000万円は全額金融機関か
らの借入金の繰り上げ返済に当てられます。
　仙台市民オンブズマンは、宮城県監査委員
に対し、仙台空港アクセス線の橋脚、駅舎、
仙台空港敷地外の土地を取得するための85億
�000万円の支出中止を勧告するよう住民監査
請求を行いました。しかし監査委員は措置請
求の内容が特定されていないとして具体的検
討を行わずに却下しました。不当な却下決定

ですが、却下決定自体を争う方法はありませ
ん。そこで、本年２月２日に改めてほぼ同一
内容の住民監査請求を行い、措置請求の内容
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が特定されている旨口頭意見陳述を行いまし
た。
　監査委員は今回は実体審査を行いました。
それによると売却に当たっては不動産鑑定業
者による鑑定が行われたが、不動産鑑定業者
は収益還元法による評価ではなく原価法によ
る評価を行いました。その結果会社の資産価
格は土地建物など合わせて約225億円と評価
しました。これに基づく下部構造の価格は約
�62億円とされました。他方会社の下部構造
の帳簿価格は約8�億円とされます。そこで県
は原価法による評価額の範囲内で帳簿価格を
超える85億�000万円で取得することとしたの
で過大な支出ではないと判断しています。
　原価法とは取得するのに要した価格での算
定方法のことです。しかし、例えばある不動
産について、�0年前に取得した際には�0臆の

値がついていたが、現在の利用価値は２億に
過ぎないという場合に、それを�0億円で買う
馬鹿はいません。本件下部構造は現に会社が
鉄道事業に直接使用しており、かつ鉄道事
業以外の用途に転用する余地はありません。
従って下部構造は引き続き会社に使用させる
ことになりますが、金融機関からの借入金を
繰り上げ返済したところで資金収支が均衡化
するに過ぎず賃料収入は望めません。つまり
収益還元法で下部構造の価格算定をするとゼ
ロということになります。このような下部構
造の利用実態を考慮しない不動産鑑定業者の
原価法での評価は明らかに誤っています。
　不動産評価のマジックによって85億円もの
税金が金融機関への返済に使われてしまった
わけです。

畠　山　裕　太仙台市民オンブズマン
弁　護　士

　東日本大震災の被災者のため、宮城県内で
は２万2042戸の仮設住宅が建設されました。
仮設住宅は、「リース」と「販売」の２種類
に分けられます。また建築した主体も社団法
人プレハブ建築協会の「規格建築部会」と「住
宅部会」の２種類あります。主体、種類に
よって仕様、価格が異なることから、どのよ
うな価格になっていたのかを調査していまし
た（※住宅部会には、「リースはありません」
ので３種類になります。）。
  その結果、かかった費用を、１戸あたりの
坪単価に直して見ると、以下のようになりま
した。（全ての追加工事についてデータ入力
が完成していないので暫定値です。）

  規格建築部会のリース坪約5�万円（本体約
30万円、外部工事約2�万円）
  規格建築部会の販売坪約58万円（本体約34
万円、外部工事約24万円）
  住宅部会（販売のみ）坪約62万円（本体約
5�万円、外部工事約��万円）
　なお、「販売」については上記の金額に解
体費用が含まれていませんので、今後また費
用がかかると思われます。
　この費用についてどのように考えるかは、
判断が分かれることでしょう。
　現在、各都道府県が、災害時にどのような
仮設住宅を建築することになるのか、その備
えをしているかを調査しています。さしあた
り�5ほどの都道府県に対し、情報開示請求を
行い、災害時に建設予定の仮設住宅の仕様に
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　宮城県のがれき二次処理をめぐる談合疑惑
が報道される中、仙台市民オンブズマンは情
報公開請求で入手した文書を分析し、真相の
究明を続けている。
　20�2年4月に、遅れていた気仙沼処理区の
プロポーザル審査が終了し、ようやく審査委
員名等の非開示文書が公表されることになっ
た。5月�日に開示請求を行い、6月4日に気仙
沼処理区の審査委員会の議事録を除く開示対
象文書が手元に届けられた。石巻の事案から
8 ヶ月が経過したことになる。
　新たに目にすることができるようになった
のは、審査委員名、審査委員会の議事録（委

員名非公開）、設計書、技術提案資料（業務
受託者分）、審査委員の採点表（委員名非公
開）などである。審査委員については、学識
経験者として入ったのは、須藤隆一（東北文
化学園大学大学院客員教授）、西村修（東北
大学大学院工学研究科教授）、吉岡敏明（東
北大学大学院環境科学研究科教授）の3名で、
行政関係からは、県の環境生活部次長と地元
自治体の副市長・副町長が入る形となってい
る。
　今後、これらの文書を子細に検討するなか
で、審査の公正性、透明性は充分に確保され
たか、審査の基準や採点に問題はなかったか、
談合情報の処理は適切になされたか等々の論
点の解明に努めていきたい。

渡　部　雄　介仙台市民オンブズマンタイアップグルーブ
弁　護　士

　仙台市を相手に提訴した平成20年度政務調
査費返還請求訴訟について、ご報告申し上げ
ます。
　これまで、オンブズマンは、政務調査費と
して交付された各支出について、政務調査に
関連する支出であることを裏付ける資料の提
出させるべく、仙台市議会の各会派に対する
求釈明の申立てをしてまいりました。また、
オンブズマンは、仙台高裁平成20年��月��日

判決等が提示した政務調査費使途基準適合性
の判断基準にしたがい、各支出について、目
的外の支出であることをうかがわせる一般的
外形的事実を、一つ一つ主張してまいりまし
た。
　特に調査研究旅費については、実費分の支
出が原則であり、旅費規程と実費との差額が
ある場合はその差額分が違法であるとして、
調査旅費の実費を、領収書等の客観的資料と
共に明らかにするよう各会派に求めてきまし
た。しかし、今のところ各会派は、調査旅費

ついて問い合わせたところ、「仕様を決めて
いない」という自治体が散見されました。そ

のような態勢でよいのか、今後も調査、検討
を続けます。

庫　山　恆　輔仙台市民オンブズマン
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の実費が明らかになる資料を一切提出せず、
調査旅費の実費を明らかにする姿勢を見せて
おりません。
　今後は、各会派がオンブズマン側からの求
釈明に応じるか否かにかかわらず、議員に対
する証人尋問を実施し、各支出がどのような

目的でどのように使われていたかを、法廷の
場で明らかにしていきたいと考えております。
　次回の裁判期日は７月26日午前�0時30分で
す。証人尋問の期日が決まりましたら、仙台
市民オンブズマンのホームページでご報告い
たしますので、ご確認ください。

小野寺　信　一仙台市民オンブズマン
弁　護　士

　今年のオンブズマンの全国大会は弘前。
　テーマは「原発と市民オンブズマン《まい
ね（ダメ）!!非公開》」。
　国や自治体の税金の使途を追及してきた市
民オンブズマンがなぜ今、原発をテーマにす
るのか訝しく思う向きもあるかもしれない
が、原子力村には桁外れの税金が注ぎ込まれ
ている。電気料を払わなければ電気を止めら
れるから、電気料も税金と同視できる。原子
力村の解体を野田政権に期待できないこと
は、大飯原発の再稼働を巡る政府の対応を見
れば明らかである。村とはいうものの、原子
力村のそれは国そのものであり、戦前の軍部

と相似する。
　戦争待望論が社会に瀰漫していた昭和��年
２月�4日の永井荷風の日記には、「日本現代
の禍根は政党の腐敗と軍人の過激思想と国民
の自覚なき事の三事なり。政党の腐敗も軍人
の暴行も、これを要するに一般国民の自覚に
乏しきに起因するなり。個人の覚醒せざるが
ために起こることなり。然り而して個人の覚
醒は将来に於いてもこれは到底望むべからざ
る事なるべし」とある。
　覚醒した市民による原子力村の解体に道筋
をつけられるかどうか。
　荷風に回答を出せるような弘前大会にした
いと決意している。

吉　田　大　輔北海道・東北市民オンブズマンネットワーク事務局長
弁　護　士

１　６月９日、�0日に、札幌で、北東ネット
のシンポジウム・例会が開催されました。

２　９日のシンポジウムは、「北の大地から
議員の政務調査費を問う！」と題して行わ
れました。札幌市民オンブズマンから基調

報告がなされ、政務調査費に関する北海道
特有の問題点（例えば、自民党会派から政
党支部に「調査委託費」として１年間に
4445万円が支出されているものの、「調査
委託費」の具体的な使途が収支報告書や領
収書から全く分からない。）を中心に報告
がありました。その後、岡山の光成卓明弁
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護士が基調講演をされ、岡山では、毎年、
全ての支出を査定し、問題がある支出は全
て住民訴訟を起こすことにしている、その
ために20ページにわたる支出チェックマ
ニュアルを作成し、膨大な量の領収書等を
一般会員に査定してもらっているといった
話しがありました。また、各地のオンブズ
組織の課題として、北東ネットの連携は別
として、近隣のオンブズ組織との連携が不
十分ではないかという問題提起もありまし
た。その後、パネルディスカッションが行
われ、道南市民オンブズマンの大河内憲司
氏から、函館市の事業仕分人として、政務
調査費を廃止すると判定した体験、札幌大
学法学部の浅野一弘教授からは、議会事務

局も他の部局と同じ人事異動先の一つに過
ぎず、そのため他の部局の問題点を議員に
提起することは難しいことから、議会事務
局の改革も必要といった話しがありました。

３　�0日の例会では、各地のオンブズ組織か
ら、取り組み状況や成果を報告いただきま
した。また、８月25日、26日に弘前で全国
大会が行われますが、北東ネットが原発・
復興関係の分科会を担当するとともに、復
興予算に関する特別報告を行う予定である
ことから、これまでの準備状況が報告され
るとともに、今後の準備について議論がな
されました。

４　次回の例会は、20�2年�2月１日、２日に、
宇都宮で開催されます。
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を
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き
よ
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う
よ
よ
地
ち
此
こ
処
こ
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いい
坂
ざか
さ
さ

　　　　　　　　　好
い
い
い
心
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地
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酔
よ
う
う
　佳

よ
き
き
温
おん
泉
せん
だ
だ
　〇

〇　一
いっ
本
ぽん
松
まつ
　明

あし た
日語
かた
る
る
か
か
　愛
あい
は
は
此
こ
処
こ

　　　　　　　這
は
い
い
上
あ
が
が
る
る
高
たか
田
だ
市
し
　集
あつ
ま
ま
ん
ん
発
ほつ
意
い
　〇

　今回の回文コーナーは、復興三題と称し、宮城・
福島・岩手それぞれに一首ずつの短歌とします。

「 復 興 三 題 」
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原　田　　　憲仙台市民オンブズマン事務局長
弁　護　士

　仙台市民オンブズマンは、�993年６月24日
に「地方公共団体等の不正、不当な行為を監
視し、これを是正することを目的」に結成さ
れ、来年、結成20周年を迎えます。
　結成の経緯やこれまでの活動については、
オンブズマンのホームページや仙台市民オン
ブズマン著『官壁を衝く』などに詳しくあり
ますのでご参照下さい。
　つきましては、節目の来年６月に20周年企
画を開催します。具体的な内容は現在検討中
ですが、オンブズマン結成からこれまでの歩
みを振り返るとともに、これからの地方自治、

市民運動、オンブズマンのあり方について方
向性を示すことができるような企画にしたい
と考えております。
　開催の場所・日時については、おってホー
ムページなどでご案内致します。是非ご参加
下さい。

千　葉　晃　平仙台市民オンブズマン代表
弁　護　士

　第�9回全国大会が、８月25日（土）・26日（日）
弘前文化センター（青森県弘前市下白銀町�9
－４。0�72-33-657�）で開かれます。
全国都道府県・全市情報公開度調査、包括外
部監査、政務調査費、談合、電力購入調査、
予算編成過程調査等の報告のほか、仙台・東
北から震災復興の検証、原発問題等が検討・
報告されます。とりわけ、自治体の意思形成
過程における「外部委員」のあり方、特に原
子力立地道県の原子力安全専門委員会につい
て調査・報告が予定されており、今後の我が
国の行政システムのあり方を学び考える貴重

な機会です。
　全国大会は、同じ志を有し日々各地で頑
張っている全国メンバーと会い励まし合える
重要な場でもあります。懇親会では津軽三味
線の演奏も予定され、地酒・自然の恵みの美
味しさは改めて述べるまでもないところで
す。鉄道で２時間、バス・自動車で３時間と
ちょっとで、宮城・岩手・青森の季節の移ろ
いを感じながら旅情ある時間が愉しめます。
　弘前は頑張って準備をすすめています。同
じ東北での開催ですから、是非、多数ご参加
いただき、弘前大会を成功させ、さらに元気
と知識を得て、今後の活動につなげて行きま
しょう。
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2011.12.16 ～ 2012.6.15

20��
12.		16	 東北文化学園訴訟に関する記者会見
 23 荒浜現地調査
 26 政務調査（市）打ち合せ
 〃 仙台空港アクセス鉄道監査関係文書開示
 〃 行政委員打ち合せ

20�2.
�. 5 がれき処理談合メール開示
 6 荒浜建築制限打ち合せ
 �0 　　　　〃
 �2 仮設住宅問題打ち合せ　　
	 21	 オンブズマン１月例会、合同新年会

 23 荒浜移転問題打ち合せ
 24 行政委員公判（県・市）
 30 政務調査費公判（市）
2.		 2	 仙台空港アクセス鉄道監査請求（第２次）　　	　
 4 北・東ネット打ち合せ
	 7	 タイアップ役員会
 �0 政務調査費（市）打ち合せ
 24 荒浜移転問題打ち合せ
	 〃	 オンブズマン２月例会　　　　　　
 25 がれき処理関係文書開示

3. 2 仮設住宅関係文書開示
 5 行政委員（県）打ち合せ
 9 仙台空港アクセス鉄道意見陳述
 �4 政務調査費（市）打ち合せ
 �5 政務調査費（弘前）打ち合せ
	 〃	 オンブズマン３月例会
 �9 がれき処理（南三陸）関係文書開示
 26 行政委員（県）公判　
 30 政務調査費（市）打ち合せ 
4.		 3	 タイアップ例会　　	　　
 6 がれき処理採点票開示
 9 政務調査費（市）公判
	 13	 行政委員（市）高裁判決、記者会見
	 16	 オンブズマン４月例会
  23 仙台空港アクセス鉄道 監査関係文書開示
 24 行政委員（県）公判　
5.  �5 行政委員（市）打ち合せ
	 	23	 オンブズマン５月例会
 28 政務調査費（市）公判
6.  � 会報「オンブズマン」36号発行打ち合せ
 〃 がれき処理関係文書開示
  4 行政委員（市）打ち合せ 　　
	 	5	 タイアップ例会
 8 会報「オンブズマン」36号打ち合せ　

9 ～ 10　北海道・東北市民オンブズマンネットワー
ク札幌例会

	 15	 会報「オンブズマン」36号発行
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